
 

 

 

令和５年度 

厚岸町住宅用太陽光発電システム設置奨励事業 

 

～申請の手引き～ 

 

厚岸町では、環境への負荷が少ない再生可能エネルギーの普及を促進するとと

もに、町内での消費を拡大し地域経済の活性化を図ることを目的に、町内での住

宅用太陽光発電システムを設置する人に対し、予算の範囲内で奨励金を交付する

制度を行っています。 

この奨励金の交付を希望する場合は、『厚岸町住宅用太陽光発電システム設置

奨励金交付要綱』と、この『申請の手引き』に基づいて、申請の手続きを行って

ください。 

 

 

 

【 申請先・お問い合わせ先 】 

厚岸町観光商工課商工雇用係 

〒０８８-１１９２ 厚岸町真栄３丁目１番地 

ＴＥＬ：（０１５３）５２－３１３１ 

ＦＡＸ：（０１５３）５２－３１３８ 

Ｅ-mail：kankousyoukou@akkeshi-town.jp 

 



 

 

１．交付の対象となる太陽光発電システム
 

 

 

 

 

 

 

この奨励金の対象となる「太陽光発電システム(以下、発電システム)」は、住宅にお

いて太陽光を利用して発電を行うシステムで、電力会社の要件に適合しているものとし

ます。 

 

２．交付対象者 
 

 

 

以下の要件を全て満たす人が奨励金の交付を受けることができます。 

１ 厚岸町内に住所を有する人または設置完了報告書の提出までに厚岸町内に住所を 

有する予定の人 

２ 電力会社の「低圧太陽光発電設備系統連系・電力購入」の申し込みを行い、「系統

連系に係る契約のご案内」を受領した人 

３ 新たに住宅用の発電システムを設置または新たに発電システムが設置された住宅

を購入し、電力会社との受給契約を締結したうえで、設置完了報告書の提出までに発

電を開始する予定の人 

４ 町税等の滞納がない人 

５ この事業の奨励金の交付を受けたことがない人 

※住宅を借りているが、建物の所有者の承諾が得られない人は対象外です。 

 

３．交付する奨励金の額 
 

 

 

 

 

奨励金の額は、発電システム１ｋＷあたり３０，０００円に、発電システムを構成す

る太陽電池の最大出力値を乗じて得た額とします。ただし、上限は１５０，０００円と

なります。 

※太陽電池の最大出力値に、１ｋＷ未満の端数がある場合は、小数点以下第２位未満 

を切り捨てる。 

※奨励金の算定にあたって、１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨 

てる。 

 

 

 

４．申請の受付期間 
 

以下の期間において、奨励金交付申請を受付します。 

 
 

 

＜計算例１＞ 

６．０ｋｗの発電システムを設置する場合 

３０，０００円×６．０ｋｗ＝１８０，０００円 

 

上限が１５０，０００円のため、 

交付奨励金は１５０，０００円 

 

＜計算例２＞ 

３．６６６ｋｗの発電システムを設置する場合 

３０，０００円×３．６６ｋｗ(小数点以下第２位未満を切捨)＝１０９，８００円 

 

１，０００円未満の端数は切り捨てるため、 

交付奨励金は１０９，０００円 

 



 

 

 

４．受 付 期 間 
 

 

◆令和５年４月３日(月) ～ 令和６年１月２５日(木) 

平日の午前8時３0分から午後5時１５分まで 

 
 

※交付申請の受付は先着順で行い、予算を超えた時点で受付終了となりますので、ご注 

意ください。 

※予算を超える日の申請が重複した場合は、抽選を行います。 

 

 
 

 

 

 
 

５．申請の方法 

 

 

 

 

 

『厚岸町住宅用太陽光発電システム設置奨励金交付申請書(様式第１号)』と下記に記

載している添付書類を提出してください。 

なお、申請時に書類が足りない等の不備がある場合、申請の受付は出来ませんのでご

注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 電力会社の「系統連系に係る契約のご案内」の写し 

(2) 電力会社への「低圧太陽光発電設備系統連系電力購入申込書」の写し 

(3) 発電システム設置に関する「工事請負契約書」または「売買契約書」の写し 

(工事請負契約書の場合、工事着工予定日及び工事完了予定日が明記されている 

こと。) 

（売買契約書の場合、建売住宅引き渡し予定日が明記されていること。) 

(4) 発電システム設置前の現況カラー写真(建売住宅は除く。) 

(5) 発電システムを設置する住宅の位置図 

(6) 申請日時点で町内に住民登録をしていない申請者は、設置完了報告書の提出ま  

でに住民登録することを誓約する書類 

(7) 住宅を借りている申請者は、建物所有者の承諾書及び当該所有者が建物を所有し

ていることを証明する書類(登記簿謄本) 

(8) 発電システム販売業者や行政書士等に申請手続き等を依頼する場合は委任状 

※その他、必要に応じて関係書類の提出をお願いすることがあります。 

《奨励金交付申請書の添付書類》 



 

 

 

６．交付の決定 

 

 奨励金を交付することが決定した場合は、『奨励金交付決定通知書(様式第２号)』を

送付します。 
 

７．申請内容の変更等 

 

奨励金の申請内容に変更のある場合や、発電システムの設置工事を中止する場合は、

以下の書類を提出してください。 

◆申請内容の変更 ⇒ 『計画変更承認申請書(様式第４号)』 

※奨励金交付申請書に記載した発電システムの太陽電池の出力又は型式名を変更するとき 

◆設置工事の中止 ⇒ 『中止承認申請書(様式第５号)』 

※発電システムの設置又は発電システムが設置された建売住宅の購入を中止するとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．設置完了報告書の提出 

 

発電システム設置後、電力会社から内容に問題がなければ「電力受給開始のお知らせ」

を受け取ることになります。 

この「電力受給開始のお知らせ」の写しを添えて、『設置完了報告書(様式第６号)』

を提出してください。 

提出期限は、発電システムが設置された建売住宅の引き渡しが完了した日から３０日

以内または令和６年３月１９日（火）のいずれか早い日までとなります。 

 

 

 

 

 

 

   

(1) 「電力会社の電力受給開始のお知らせ」の写し 

(2) 発電システムの設置状態を確認できるカラー写真 

(3) 発電システムの設置に係る領収書の写し 

※その他、必要に応じて関係書類の提出をお願いすることがあります。 

《設置完了報告書の添付書類》 

  

(1) 変更後の電力会社の「系統連系に係る契約のご案内」の写し 

(2) 変更後の電力会社への「低圧太陽光発電設備系統連系電力購入申込書」の写し 

(3) 変更後の「工事請負契約書」またはシステム付住宅の「売買契約書」の写し 

※その他、必要に応じて関係書類の提出をお願いすることがあります。 

《計画変更承認申請書の添付書類》 



 

 

 

９．交付する奨励金の確定及び支払い 

 

『奨励金交付額確定通知書(様式第７号)』により支給する奨励金の額を通知し、設置

者に対し奨励金を交付します。奨励金は、厚岸町商工会が発行する商品券により、奨励

金に相当する金額分の商品券を交付します。 

商品券を受領した設置者は、『奨励金受領書(様式第８号)』を提出してください。 

 

 



 

 

 

       【太陽光発電システムの保守点検について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 太陽光発電システムの設置者には、2017年４月からの改正FIT法施行に

より、発電設備に対して保守点検と維持管理に係る実施計画の策定、実

施が義務付けられています。 

 点検に際しては、専門業者による点検が必要となりますので、システ

ム設置事業者へ費用や点検日程等を相談しましょう。 

 

□点検のメリット 

・故障による売電収入の減少防止 

・金具の緩みによるパネル飛散防止 

・電線を留めている部分の緩みによる火災発生防止 

・パネルの掃除により発電量の改善 など 

 

□点検時期の目安 

最初の点検については、設置から１年後、以降は４年に１度を目安に点検を行いま

しょう。 

※このほか、メーカー保証や出力保証が切れる前などを目安に、点検日程、費用の

予定を立てましょう。 

 

□点検方法 

・目視点検（太陽電池パネル等を目視で確認） 

・測定点検（システムの数値を計測） 

 

専門業者による保守点検だけでなく、屋根に上らずに地上から見える

範囲で異音や破損などの異常がないかを日頃から確認しましょう。 



 

 

 

 

厚岸町 

（観光商工課商工雇用係） 
申請者または代理人 電力会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

奨励金交付手続きの流れ 

系統連系に係る 

契約のご案内 

低圧太陽光発電設備 

系統連系・電力購入 

申込書 

受領 

奨励金交付申請書 

(様式第１号) 
受理 

奨励金交付決定通知書

(様式第２号) 
受領 

受領 

設置完了報告書 

(様式第６号) 

商品券受領 

奨励金受領書 

(様式第８号) 受理 

奨励金交付額確定通知書

(様式第７号) 

受理 

審査 7日程度 
系統連系に係る契約の 

ご案内(写)添付 

電力受給開始のお知らせ 

審査 7日程度 

1 か月程度 

工事完了 

受領 

電力受給開始の届出 

電力受給開始のお知らせ(写)添付 

工事の完了から３０日以内ま

たは令和６年３月１９日（火）

のいずれか早い日までに提出

をしてください。 


